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取引処理システムと商品売買取引の
処理方法との関係

1．はじめに

わが国ではいくつかの簿記検定試験が実施されてい
るが，その検定試験の出題内容は簿記教育の内容，さ
らには会計実務にも大きな影響を及ぼす。簿記検定試
験のうち日本商工会議所と各地の商工会議所が主催す
る日商簿記検定試験は，平成28年度より「商工会議所
簿記検定試験出題区分表」（以下，出題区分表）の大
幅な見直しによって出題項目の修正や追加が行われて
いる。これまでにも企業会計基準や法令改正などを受
けて改定がたびたび行われてきている。しかし，今回
の改定は，近年の企業環境の変化を踏まえて企業にお
ける企業活動や会計実務の動向を反映して，検定試験
がより企業活動や会計実務に即した実践的な出題内容
になることを意図した大幅な改定となっている。

このうち商品売買取引の処理方法について出題区分
表から今回の改定と改定前のものを図表1に抜き出し
た。改定前の平成27年度「出題区分表」では4級にお
いて「分記法による売買取引の処理」，3級においては

「3分（割）法による売買取引の処理」，2級においては
「その他の方法による売買取引の処理」，1級において
は「総記法」が採り上げられていた。一方で，今回の
改定では，2級の範囲に括弧書きで「3分（割）法によ
る売買取引の処理（月次による処理）」が追加され月

次決算を想定した処理が採り上げられている。さらに
2級においては「販売のつど売上原価勘定に振り替え
る方法による売買取引の処理」が追加された1）。

今回の改定では，企業で採用されている方法を強く
意識し，簿記教育と会計実務とのかい離を埋めようと
しており，従来から企業での採用が一定数ある売上原
価対立法が追加されたことについては評価されうる。
ただ残念なことに，売上原価対立法が明示されたもの
の，単に追加されただけであり商品売買処理に関する
教育内容には，処理方法の適用条件という観点からは
何ら整合性が見られない。また，実務を意識している
ものの，実務では採用されていないような処理方法も
未だに見受けられる。さらにはコンピュータによって
会計実務が実践されている今日においても，基本は手
作業による処理だけを想定している。そのような点か
ら，少なくともこれまでに会計実務でまったく採用さ
れていないような方法は取り除き，ある程度会計実務
に則した方法を体系立てて取り入れることも必要であ
る。

本稿では，商品売買取引の処理方法を簿記理論の領
域の問題として検討するのではなく，コンピュータに
もとづくデータ処理システムの技術上の問題として検
討する。会計処理のうち商品売買取引の処理方法に限
定して取引処理システム（transaction processing sys-
tem）の視点から考察する。ここに取引処理システム
とは，業務処理システムと総勘定元帳システム2）とが＊専修大学商学部准教授
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連携し，業務活動から生起する取引を財務諸表に変換
するための機能と構造を備えた体系をいう（河合

［2000b］15頁）。取引処理システムは，すべての企業
において構築されるが，そのシステム形態は様々な要
因によって企業ごと異なり画一的ではない。具体的に
システム形態は取引処理システムへの情報技術の適用
水準の相違として端的に表れる。企業の情報技術の適
用水準の違いは，最終的には出力される情報の内容に
影響を及ぼす。コンピュータ環境下での取引処理シス
テムにおいて採用されている商品売買取引の処理方法
は，売上原価対立法と五勘定法である。この処理方法
の違いは前提となる適用条件の相違であるが，さらに
はその適用条件を実現する情報技術水準に応じて取引
処理システム形態ごとに会計処理方法が異なるのであ
る。取引処理システムにおいてリアルタイム処理環境
では売上原価対立法が採用されうるし，バッチ処理環
境では主に五勘定法が採用されうる。

そこで，商品売買取引の処理方法について，簿記テ
キストで扱われている処理方法を検討しその前提とな
る適用条件との関連から考察する。商品売買取引の処
理方法は，簿記検定の出題区分表にあるような段階的
に企業に適用されるものではなく，適用条件の相違に
よる処理方法の違いとして明確に示すことが必要であ
る。現在の簿記教育においては，商品売買取引の仕訳
方法と商品有高帳とが一貫性なく扱われているといっ

た問題がある。その点から，コンピュータ処理方式の
組み合わせから識別される取引処理システム形態と商
品売買取引の処理方法（仕訳方法や原価配分方法）と
の関係について考察する。コンピュータ環境下で採用
される処理方法は，売上原価対立法と五勘定法とし
て，それぞれの方法の適用条件は継続記録法と棚卸計
算法とそれを実現するデータ処理であるリアルタイム
処理とバッチ処理であることを明らかにする。このよ
うな考察から，簿記教育において会計実務で採用され
ている会計処理を重視し教育することが必要であるこ
とを述べる。

2．商品売買取引の処理方法

（1）商品売買取引の処理方法の整理
わが国の簿記テキストで主に取り上げられている商

品売買取引の処理方法は，分記法，総記法，三分法お
よび売上原価対立法の四つである（千葉［2008］38～
39頁）。それらの処理方法を簡単な設例にもとづいて
示すと図表2のとおりである。

商品売買取引の処理方法は，様々な観点から体系立
てた整理が行われている。その一つに，処理方法を商
品勘定の分割か否かで分類整理しているものがある。
具体的には，複数の種類や仕入口の商品をまとめて単
一の商品勘定で処理する方法と，それを仕入勘定や売

平成28年度出題区分表 平成27年度出題区分表

4級 分記法による売買取引の処理 分記法による売買取引の処理

3級
3分（割）法による売買取引の処理 3分（割）法による売買取引の処理

商品有高帳（先入先出法，移動平均法） 商品有高帳（先入先出法，移動平均法）

2級

3分（割）法による売買取引の処理（月次による処理）
販売のつど売上原価勘定に振り替える方法による処理

その他の方法による売買取引の処理

商品有高帳（総平均法） 商品有高帳（総平均法）

1級
総記法 その他の方法による売買取引の処理（総記法）

売価還元原価法など 売価還元原価法など

（注）3級から1級の上段には仕訳方法，下段には原価配分の方法を示している。
出所：日本商工会議所簿記検定試験出題区分表より筆者作成

図表1　日商簿記検定の商品売買処理に関する出題区分
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上勘定のように複数の勘定に分割して処理する方法に
分けている（中野［1988］86頁，原［1997］149頁）。
単一の商品勘定を使用する方法は，貸借ともに原価で
記帳する分記法，原価で借方に記入し売価で貸方に記
入する総記法があげられる。商品勘定を分割する方法
には，三分法，売上原価対立法があげられる3）。

それに対して，安平［1988］は，商品勘定の分割か
否かという勘定の数による分類は基本的な分類の基準

とはならないとしている。それぞれの方法のもつ原理
的特徴を明らかにするような整理の仕方が必要である
と指摘する。それによれば，販売のつど売上原価を計
上するのか否かという観点から，広義の分記法として
売上原価分別計上法，広義の総記法として売上高一括
計上法とに分類している（安平［1988］25頁）。売上
原価分別計上法には分記法と売上原価対立法4）が分類
されている。分記法は，売上原価を商品勘定に，販売

設例

・期首商品棚卸高（＠￥500 20固）
・＠￥500の商品80個を掛けにて購入した。
・上記の商品のうち，70個を＠￥1,000 にて掛けにて販売した。
・期末商品棚卸高（＠￥500 30固）

分記法

①　購 入 時 （借）商 品　40,000 （貸）買 掛 金　40,000

②　販 売 時 （借）売 掛 金　70,000 （貸）商 品　35,000

　　  商品販売益　35,000

③　決 算 整 理 なし

総記法

①　購 入 時 （借）商 品　40,000 （貸）買 掛 金　40,000

②　販 売 時 （借）売 掛 金　70,000 （貸）商 品　70,000

③　決 算 整 理 （借）商 品　35,000 （貸）商品販売益　35,000

三分法

①　購 入 時 （借）仕 入　40,000 （貸）買 掛 金　40,000

②　販 売 時 （借）売 掛 金　70,000 （貸）売 上　70,000

③　決 算 整 理 （借）仕 入　10,000 （貸）繰 越 商 品　10,000

（仕入勘定を用いる方法） 　　  繰 越 商 品　15,000 　　  仕 入　15,000

③　決 算 整 理 （借）売 上 原 価　10,000 （貸）繰 越 商 品　10,000

（売上原価勘定を用いる方法） 　　  売 上 原 価　40,000 　　  仕 入　40,000

　　  繰 越 商 品　15,000 　　  売 上 原 価　15,000

売上原価対立法

①　購 入 時 （借）商 品　40,000 （貸）買 掛 金　40,000

②　販 売 時 （借）売 掛 金　70,000 （貸）売 上　70,000

　　  売 上 原 価　35,000 　　  商 品　35,000

③　決 算 整 理 なし

出所：筆者作成

図表2　商品売買取引の処理方法
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益を商品売買益勘定にそれぞれ貸方に記入する。売上
原価対立法は，商品勘定，売上原価勘定，売上勘定を
用いて，売上高を売上勘定に計上し，売上原価を商品
勘定から売上原価勘定へ振替える方法である。これら
の方法は売上原価を販売のつど確定できることが適用
条件となるので，継続記録法を前提として個別法，先
入先出法，移動平均法による商品有高帳への記入を
行っていなければならない。一方で，売上高一括計上
法には総記法と三分法が分類されている5）。これらの
方法は継続記録法を前提としない方法であり棚卸計算
法を前提とする方法である。すなわち販売のつど売上
原価を確定できないあるいは確定しない場合に用いら
れる方法である。具体的には，次の条件の場合は総記
法か三分法が用いられるという（安平［1988］30頁）。
◦ 商品有高帳を作成せずに棚卸計算法によって商品の

払出数量の決定が行われる場合。
◦ 数量だけを記録する商品有高帳を作成している場

合。
◦ 数量・単価・金額を記録する商品有高帳を作成して

いても，払出単価の決定について総平均法・期間別
先入先出法，期間別後入先出法が適用される場合6）。

これらの分類は図表3のとおりに基本的には処理方
法の前提となる適用条件の相違によって分類整理がな
されている。販売のつど売上原価を継続記録法によっ
て把握する方法には分記法と売上原価対立法が，売上
原価を月次や決算時にまとめて棚卸計算法によって把
握する方法には総記法と三分法が分類されており，仕
訳方法の前提となる適用条件である売上原価の把握方
法の相違で分類されている。また，明瞭表示の考え方
にもとづいた損益計算書における項目表示という点で
は，総額主義としての売上原価対立法と三分法，純額

主義としての分記法と総記法という別の視点からも分
類されている（安平［1988］29～30頁）。

（2）売上原価の計算方法
商品売買取引においては，商品の購入と販売という

事象が商品の在庫変動をもたらす。商品の在庫変動の
把握によって，棚卸資産である商品の取得価額を原価
配分の原則にしたがって当期の費用となる売上原価と
次期以降の費用となる棚卸資産とに配分する必要があ
る。この配分を行うためには，期中に払い出された商
品の取得原価の合計（商品の払出原価）を算定しなけ
ればならない（桜井・須田［2013］90～91頁）。商品
の払出原価は，払出単価に払出数量を乗じて計算され
る。そこで，図表3で明らかにされたように，商品売
買取引の処理方法の前提となる適用条件である継続記
録法と棚卸計算法（あるいは定期棚卸法）の二つの方
法と，払出単価の評価方法との関係についても整理し
ておく必要があろう。
①払出数量の把握

継続記録法は，当期中の商品の受け払い数量を継続
的に記録することで払出数量と期末棚卸数量を直接的
に把握する。継続記録法は商品を個別に管理するこ
と，すなわち商品の受け払いを商品別に記録するの
で，任意の時点で在庫数量を特定でき商品在庫管理の
うえでも有効な方法となる。また，実地棚卸を併用し
て記録上の期末棚卸数量と実際の期末棚卸数量とが一
致しているかを確認することができる。しかし，管理
すべき商品が大量になると処理が煩雑になるという欠
点があると言われている。そのような観点から，継続
記録法を前提に販売のつど売上原価を把握できなけれ
ば分記法や売上原価対立法の採用は困難であるという
理由でそれらの方法を否定する論調がある。継続記録

継続記録法を前提
（決算整理不要）

棚卸計算法を前提
（要決算整理）

純額主義に基づく ① 分記法（狭義の） ③ 総記法（狭義の）

総額主義に基づく ② 売上高・売上原価表示法 ④ 三分法

出所：安平［1988］31頁

図表3　商品売買取引の処理方法の分類
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法の適用の可能性は，取引頻度の少ない業種や取り扱
い商品が少ない企業では高まるが，手作業を前提とす
る場合には多くの企業では適用は困難となる。しか
し，コンピュータによる取引処理が浸透した今日にお
いては，継続記録法についての技術的な側面から採用
の困難性を理由とすることは以前よりは少なくなって
いる。むしろ，継続記録法を前提とする売上原価対立
法を採用する企業は，売上高と売上原価の対応が容易
となることから商品別の利益管理など業務管理に対し
て有効な損益情報を提供することができる点を重視し
ている。したがって，商品別の損益情報を業務管理に
活用しようとする企業では，高度な情報技術を適用し
て売上原価対立法を実現している。近年，そのような
企業は確実に増えてきており，とくに欧米で開発され
た ERP（enterprise resource planning）システムと呼
ばれる統合型の取引処理システムでは売上原価対立法
が標準で採用されている。

一方，棚卸計算法は，期首棚卸数量と当期中の商品
の受け入れ数量のみを記録し，一定期末に実地棚卸を
行って実際の期末棚卸数量を明らかにしたうえで払出
数量を後から把握するので売上原価を間接的に把握す
る方法となる。棚卸計算法は商品別の受け払い数量を
すべて記録しなくても済むという点で処理が容易であ
る。ただし棚卸計算法は，期中の在庫数量を把握でき
ないという点と，商品の紛失などが実際に発生してい
てもそれを把握することはできないという点で正確性
に欠ける。本来であれば商品販売によって収益が実現
した際に，それに対応する費用である売上原価の発生
を認識することが望ましい。しかし，手作業による処
理を前提とした場合などは，技術的や経済的な制約条
件によって販売のつど商品の売上原価を把握すること
が困難な場合はある。その場合は，簡便的な方法とし
ての棚卸計算法の採用が認められることになる。した
がって，総記法や三分法は，少なくとも記録を簡素化
して期間損益計算を行える点で，会計報告のみを重視
した合理的な方法である。
②払出単価の決定

払出単価の決定方法には，個別法，先入先出法，移
動平均法，総平均法，最終仕入原価法などがある。本
来であれば商品の個々の取得原価をもって棚卸資産を

評価する個別法が，最も正確な損益計算に資する方法
である。しかし，個別法は個別の商品管理が必要とな
り販売用不動産などを扱う企業では適用されるがその
他の企業では適用が困難であるとして，先入先出法や
移動平均法などの方法の採用が認められている。ま
た，払出単価の決定方法は，継続記録法か棚卸計算法
かの払出数量の把握方法との適用の可否によって分類
することができる。一般的に，継続記録法には，数量
のみを記録する方法と，数量・単価・金額を記録する
ものがあり，商品有高帳には二種類のものが存在す
る7）。受け払い数量のみを記録する方法では販売のつ
ど売上原価は算定できない。通常，簿記教育上は継続
記録法といった場合は，数量，単価，金額を記録する
商品有高帳を指す場合が多い。桜井・須田［2015］に
よれば，個別法，先入先出法は棚卸計算法を実施して
いても適用可能だが通常は継続記録法で行われる方法
で，総平均法，最終仕入原価法，売価還元法は棚卸計
算法のもとで採用される方法だという（桜井・須田

［2015］92頁）。図表4は，払出数量の把握方法と払出
単価の評価方法との関係，それらの採用企業数を年度
別に示している8）。この調査は上場企業を対象に行わ
れているが，総平均法，移動平均法，個別法の順で採
用社数が多い。

このように，図表4は上場企業での採用状況ではあ
るが，棚卸計算法に偏った採用の状況ではないことが
見て取れる。簿記教育において，継続記録法を前提と
した商品売買取引の処理方法を適用の困難性から一律
的に排除する理由はもはや見当たらないのである。

（3）簿記教育における商品売買取引の処理方法の問
題点

①説明の手順
わが国の簿記教育において用いられる簿記テキスト

で説明される商品売買取引の処理方法は，会計実務で
行われている処理方法とは異なっている。わが国の簿
記教育では，商品売買取引の処理は最初に分記法で説
明がなされるのが一般的で，その後に分記法の適用可
能性の問題9）を指摘したうえで，総記法あるいはそれ
を省略して三分法を説明しているという（大藪

［1995］10頁，原［1997］150頁，秋葉［1994］4頁）。
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この中で，分記法は現代ではわが国の簿記テキスト
でしか見ることができない方法で，欧米の簿記テキス
ト等では見られないという指摘がある（原［1997］
155頁）10）。分記法が簿記教育の導入段階で取り上げ
られているのは，商品の在庫変動の記録が原価で行わ
れるため，商品勘定が純粋の資産勘定となり，学習者
に理解させやすいからだという（柴田［2000］88

頁）。そうであるならば，簿記教育の導入段階で分記
法に替えて売上原価対立法を取り上げることにはまっ
たく問題はないはずである。分記法と総記法は実務に
おいては採用されていないという指摘がある（大藪

［1995］12頁，柴田［2000］88頁）。分記法と総記法
は，図表3にあるとおり純額主義での処理方法である
がゆえに，理論的にも実務においても適切ではない処
理方法である。確かに複式簿記の歴史上では総記法は
初期段階の方法であるが，現代においては採用されて
いないのである（柴田［2000］）。その点から分記法と
総記法は簿記教育から削除することが妥当であろう。

また，適用条件という視点からも一般的にとられて
いる説明手順には一貫性がない。今回改定された日商
簿記検定では図表1のとおり，分記法→三分法→売上
原価対立法→総記法という順に段階的に出題区分され
ている。これは，図表3で示されたように，分記法は
継続記録法，三分法は棚卸計算法，売上原価対立法は
継続記録法，および総記法は棚卸計算法を前提とす

る。継続記録法を前提とする分記法から説明をし，そ
の適用が困難であるという理由で棚卸計算法を前提と
する三分法を説明し，また継続記録法を前提とする売
上原価対立法を説明し，さらにまた棚卸計算法を前提
とする総記法をという具合に何ら一貫性のない矛盾し
た内容となっている11）。このように段階的な処理方法
の説明手順では，その処理方法の前提となる適用条件
が異なるものが混在して取り扱われているのである。
その点で，シンプルに継続記録法を前提とした売上原
価対立法から説明を始め，次に棚卸計算法を前提とし
た三分法を説明するべきだと考えるのである。
②仕訳方法と商品有高帳との関係

同様に，商品売買取引の仕訳方法と売上原価の算定
に関する記帳方法である商品有高帳とが関連付けて説
明されておらず教育内容に整合性がないといった問題
がある。安平［1992］や秋葉［1994］は，現在のわが
国の簿記テキストの多くが，三分法の処理を説明した
後に商品売買に関連する仕入帳，売上帳，商品有高帳
といった補助簿についての説明をする構成となってい
ることを指摘している。少なくとも数量・単価・金額
を一体として記録する継続記録法としての商品有高帳
は三分法にはなじまない方法で，本来であれば商品有
高帳は分記法や売上原価対立法のところで説明される
べきなのである。すなわち，「三分法の説明に際し，
分記法によれないこと（売上原価・販売益の継続的確

払出数量の把握方法 払出単価の評価方法 2002 2003 2004 2005 2006 年
継続記録法 移動平均法 119 118 113 122 115

個別法 112 114 112 119 107

先入先出法 64 69 69 66 56

後入先出法 16 21 16 16 12

月次移動平均法 － 3 3 1 －
棚卸計算法 総平均法 132 134 128 135 135

最終仕入原価法 29 37 28 31 28

売価還元法 23 21 22 22 22

月別総平均法 3 3 3 1 2

上記以外 6 3 3 1 2

（注）　 1社で複数の評価方法を採用している場合があるので，合計は棚卸資産を有する会社数
を上回っている。

出所： 日本公認会計士協会［2007］235頁の表をもとに桜井・須田［2013］93頁の表を参考に
筆者が作成した。

図表4　払出数量の把握方法と払出単価の評価方法との関係と採用状況
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定ができないこと）に触れながら，その直後に，分記
法の可能性を示唆するという，矛盾におちいっている
のである」（安平［1992］83頁）。先入先出法や移動平
均法による商品有高帳の記入は，分記法や売上原価対
立法との関連で取り扱うべきなのである。三分法にお
いては，数量のみの価格を併記しない商品有高帳との
関連で説明するのであれば意義が認められる。数量の
みの商品有高帳ならば，「商品の物量管理が行える
し，また，期中の個々の払出単価が記入されていなく
ても，期末に，税法上で容認されている最終仕入原価
法などが適用されることにより，期中全体の払出価額
は計算され，商品の期末帳簿棚卸高は確定するからで
ある。」（秋葉［1994］5頁）という指摘がある。この
ように，商品有高帳は，売上原価対立法や分記法と結
びつけて説明しなければならないし，三分法では棚卸
計算法ないしは数量のみで記録される商品有高帳と関
連させて説明する必要があるのである。日商簿記検定
試験では，棚卸資産の原価配分の方法は，3級におい
て商品有高帳（先入先出法，移動平均法），2級におい
ては総平均法が出題内容として明記されている。図表
4にしたがえば，継続記録法における移動平均法や先
入先出法は，売上原価対立法との関連で取り扱うべき
だし，棚卸計算法にもとづいた総平均法あるいは継続
記録法でも数量のみ記録する商品有高帳との関連で三
分法を扱うべきなのである。
③手作業を前提にした処理方法

いずれにしても，わが国での簿記教育においては，
先に述べたように，仕訳方法における説明体系や仕訳
方法と商品有高帳との関連などのいくつかの問題があ
る。同時に，現状では三分法は商品売買取引の基本的
な処理方法として取り扱われ，三分法が唯一の商品売
買取引の処理方法であるかのような誤解を与えかねな
い12）。確かに，簿記教育では中心に採用されている処
理方法であり，その限りにおいては三分法を簿記初学
者に容易に理解できるような方法を考察したほうが効
率的であるという主張も理解できる（西海［2010］59

頁）。しかし，三分法に関しても会計実務で採用され
ているとは限らないのである。三分法はあくまでも手
作業を前提とした処理方法であり，コンピュータ処理
が当たり前の今日において三分法は用いられず，三分

法の思考にもとづいた五勘定法が採用されているので
ある。大城［1997］は，会計実務において売上原価対
立法と五勘定法が浸透しているというアンケート調査
の結果から，三分法を中心にした教育から売上原価対
立法，五勘定法の教育が必要であることを主張してい
る。そして大城［1998］では，「コンピュータ会計に
おける継続記録計算又はコンピュータ用五勘定法が基
本的な会計処理方法となる」（大城［1998］90～91頁）
と指摘している13）。いずれにしても会計業務のコン
ピュータ化が浸透してから相当の時間が経過している
ものの，わが国の簿記教育においては依然として手作
業を前提とした教育内容が支配的なのである。

3．売上原価対立法

（1）商品売買活動における価値連鎖
企業の取引処理において各業務で認識される取引

は，各業務におけるデータ処理において捕捉される。
一般的に取引処理は，購買，販売といった基幹業務サ
イクル内での各事象に関するデータ処理を機能別に分
離したうえで，最終的にはそれらのデータ処理の結果
を総勘定元帳機能に引き渡し財務諸表に変換する。し
たがって，会計の視点からは，価値連鎖の過程におい
て各業務サイクルで生起する取引をいかに財務諸表に
変換するのかということが重要である。会計システム
構築においては，各業務別に機能する業務処理システ
ムを取引処理システム全体のサブシステムとして位置
づけて，各サブシステムで捕捉される取引データをい
かに総勘定元帳システムに連携するのかという視点が
重要となる14）。図表5は，商企業の商品売買取引に関
する価値連鎖を構成する各事象と価値要素との関係を
示している。図表5においては，商品売買において会
計上の取引を直接的に生起させる事象は円で，四角形
はそれぞれ性質の異なる価値要素を描いている。価値
連鎖とは，商品の購買から販売までの各事象の一連の
流れの中で価値を付加する連鎖的な業務活動と捉え
る。購買機能は「購買」と「現金支払」の事象から構
成され，販売機能は「販売」と「現金回収」の事象か
ら構成されている。これらの機能は，一般的には別々
の組織として編成されなおかつ別々に業務が行われる
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が，「商品」や「現金」といった価値要素を媒介にし
て統合され，商企業の基幹業務全体を構成している。

河合［2000a］は，「複式簿記は，本質的に，会計事
実の貨幣的な価値連鎖を勘定機構に取り込むことを可
能にするメカニズムである。例えば，期中における仕
入勘定や売上勘定のように任意の勘定が検収事象や出
荷事象においてそれぞれ単独に把握されるとしても，
複式簿記は異なる事象あるいは業務サイクルを横断し
て会計事実を二元的に把握することから出発し，それ
らを総勘定元帳に網羅的に集計するための固有の形式
を有している。」（河合［2000a］254頁）と主張する。
異なる機能を果たす業務の連動性が会計の勘定機構に
写像されることによって，この価値連鎖は認識でき
る。購買機能においては，企業が外部から取得した価
値要素である資産（商品）と企業外部へ移転した価値
要素である資産（現金）が測定される。販売機能にお
いては，この商品の販売によって当期の収益（売上）
が認識されるとともに，取得された価値要素が収益獲
得のために消費された部分の費用（売上原価）と翌期
以降に消費される部分の資産（商品）が測定される。
各業務の連動性が商品や現金の流れによって認識され
るように，商品売買取引をめぐる価値連鎖もそれらの

商品という棚卸資産価値を媒介に認識されるのであ
る。

会計測定に必要となる価格や数量などのデータは，
各業務サイクルのなかの活動において取引処理システ
ムのインプットとして把握される。業務サイクルでの
活動は，会計情報の変換に要する会計データの源泉で
あり，会計測定は業務サイクルを横断して認識される
価値連鎖を勘定によって把握することができるのであ
る。取引処理システムの構築においては，業務活動と
勘定機構との写像関係について，価値連鎖の継続的・
循環的相互関係を業務活動の発生時点で直接反映する
ことが重要である（河合［2000a］255頁）。図表6のと
おり，技術的には，継続記録法を前提に購買管理シス
テムと販売管理システムで捕捉される数量データおよ
び価格データを在庫管理システムに投入することで，
売上原価対立法の一連の仕訳が可能となる（河合

［2000a］258頁）。

（2）売上原価対立法の特長
売上原価対立法の特長は，①収益と費用の認識とい

う観点から勘定の分類および勘定の性格が明白である
こと，②商品勘定が純粋な資産勘定となり商品有高帳

購買
(検収)

販売
(出荷)

商品

売掛金

(－)

(＋)

現金
回収

(－)

(＋)

(＋)

買掛金

現金
支払

(－)

現金 (＋)(－)

売上原価

売上高

(＋)

(＋)

財産 損益

図表5　商品売買取引における価値連鎖

出所：河合［2000a］255頁（一部修正）
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と仕入帳との照合が容易なこと，③売上高と売上原価
との個別的対応が容易であるために販売単位ごと利益
測定が可能であり経営管理上重要な役割を果たすこと
があげられる（柴田［2000］90頁）。このような，商
品売買取引を事実どおりに記録するといった点や経営
管理上の利点を理由にそれを支持する者は少なくな
い。また，工業簿記においては製品勘定から売上原価
勘定への振替仕訳を行うことから，売上原価対立法と
の処理方法と首尾一貫していることもあげられる（桜
井［2013］150頁）。そのうち最も重要な特長は，「資
産の取得と費用の発生を勘定の上で明確に区別すると
ともに，最も重要な収益・費用項目たる売上高・売上
原価を勘定に明示させる」（安平［1988］35頁）とい
う点にある15）。業務活動と勘定機構との間の写像関係
は，継続記録法にもとづく売上原価対立法によって直
接的に写像可能となる。売上原価対立法は，価値連鎖
における商品の在庫変動について，商品売買取引の会
計事実を事実どおりに仕訳に反映させることができる
方法なのである（河合［2000a］257頁）。また，事象
の勘定機構への直接写像性は，売上高と売上原価から
把握される売上損益情報が業務部門に即時的に提供さ
れうるという点で，勘定機構による損益情報の事象還
元性16）を内包する概念であるという（河合［2000a］
260頁）。

（3）日商簿記検定試験における売上原価対立法の追
加

これまでの日商簿記検定試験では，販売時に売上原
価を把握せずに決算整理として年度単位での売上原価
の把握を仕入勘定で行う出題がなされてきた。図表1

のとおり分記法や三分法以外の方法が出題範囲になる
ことは明記されていたものの，今回の改定では，会計
実務の動向を踏まえて月次決算を想定した処理が採り
入れられたことと，初めて商品売買について販売のつ
ど売上原価勘定に振替える売上原価対立法の出題が明
示されたことは大きな意味がある。月次決算は，経営
管理目的で従来から多くの企業で行われている。例え
ば，わが国で市販されている会計パッケージ・ソフト
で出力することができる合計残高試算表は，月次決算
を想定して月次で出力する構成となっている。売上原
価対立法は，従来から企業において採用されていた
が，情報技術の進展とともに採用する企業は増えてい
る。近年，欧米で開発された ERP システムの導入が
大企業を中心に進んでいるが，統合型の取引処理シス
テムである ERP システムでは一般的に売上原価対立
法が採用されている（藪原・緒方［2009］）。例えば，
松原［1997］は，「ERP 環境においては，「統合化」
により業務システム側のトランザクションで会計上認
識すべき（仕訳の対象となる）取引が発生した場合，

購買管理
システム

在庫管理
システム

販売管理
システム

総勘定元帳
システム

商品×××／買掛金×××

販売数量

売上原価×××／商品×××

売掛金×××／売上高×××

仕入価格と数量

図表6　売上原価対立法を可能にする自動仕訳

出所：河合［2000a］257頁
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即座に財務管理システムを起動させることが可能とな
り，これを「リアルタイム会計」と呼ぶ場合がある。
たとえば，業務システム上で製品が出荷され，在庫が
減少した時点で，財務管理システムとシームレスに連
動し，売上げと営業債権の計上，売上原価の計上と棚
卸資産の減少が自動仕訳されるのである」（松原

［1997］218頁）と述べるように，ERP システムでの
売上原価対立法の採用を説明している。

これまでも売上原価対立法を商品売買取引の処理方
法として簿記教育で採り上げることを主張する論者は
少なくなかった17）。しかし，簿記教育においてこれが
実現されてこなかったのは，少なからず簿記検定試験
の出題の対象ではなかったことが影響しているものと
推察できる。その意味でも簿記教育や会計実務に大き
な影響を与える簿記検定試験での売上原価対立法の採
用は，会計実務への影響という点でも大きな前進とい
える。なお，月次決算時にしか売上原価が把握できな
い場合でも，期中の商品購入時にはそれを資産として
商品勘定に原価で記録し，月末に販売した分を費用と
して売上原価勘定に記録すれば売上原価対立法は採用

可能である（安平［1988］）18）。

4．五勘定法

コンピュータ環境下での商品売買取引の処理方法で
は，三分法と同様に棚卸計算法を前提にする五勘定
法19）が採用されている。図表7には，設例にもとづい
て五勘定法における仕訳方法が示されている。五勘定
法は，決算時に損益計算書上の売上損益を算定・表示
し，同時に貸借対照表上の商品残高を確定するのに必
要となる勘定が，売上高，仕入高，商品，期首商品棚
卸高および期末商品棚卸高の五つであることから五勘
定法と呼ばれる。大城［1998］は，五勘定法につい
て，「試算表における損益計算書の売上原価の内訳明
細のため，また貸借対照表の期末商品の計上のため」

（大城［1998］86頁）と仕訳の特徴を説明する。五勘
定法は，期中の商品変動の把握が困難な場合において
月次や年次において売上原価を把握する点で，手記簿
記で伝統的に採用されてきた三分法と同様の方法であ
るとも考えられる20）。

・数値は図表1の設例にもとづく

五勘定法（年次決算の場合）

①　購 入 時 （借）仕 入 高　40,000 （貸）買 掛 金　40,000

②　販 売 時 （借）売 掛 金　70,000 （貸）売 上 高　70,000

③　決 算 整 理 （借）期首商品棚卸高　10,000 （貸）商 品　10,000

　　  商 品　15,000 　　  期末商品棚卸高　15,000

・3月本決算
・4月首商品棚卸高￥10,000　　・5月末商品棚卸高￥9,000
・4月末商品棚卸高￥11,000　　・6月末商品棚卸高￥12,000

五勘定法（月次決算の場合の決算整理）

①　4月決算整理 （借）期首商品棚卸高　10,000 （貸）商 品　10,000

　　  商 品　11,000 　　  期末商品棚卸高　11,000

②　5月決算整理 （借）期末商品棚卸高　11,000 （貸）商 品　11,000

　　  商 品　 9,000 　　  期末商品棚卸高　 9,000

③　6月決算整理 （借）期末商品棚卸高　 9,000 （貸）商 品　 9,000

　　  商 品　12,000 　　  期末商品棚卸高　12,000

出所：筆者作成

図表7　五勘定法
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しかし，五勘定法は，三分法のように仕入勘定にお
いて売上原価を算定する方法とは異なるので三分法の
派生的な方法と認識することができるのである。三分
法と異なる点は，売上原価の計算に関する決算整理仕
訳にみることができる。売上原価を決算整理仕訳に
よって仕入勘定において算定するのではなく，プログ
ラム上で「期首商品棚卸高＋当期仕入高－期末商品棚
卸高」の計算式にもとづいて算定する。その点で，決
算整理仕訳に用いられる勘定は，プログラム上で売上
原価を算定するために必要な計算式の記憶変数の意味
を持つにすぎず，同時に合計残高試算表における損益
計算書の売上原価カテゴリーの表示項目として正当に
金額を表示するためのものである。この設計方法はア
ウトプットに準じて勘定科目を決定しているという点
で，五勘定法は財務諸表上の表示項目からのインプッ
ト制約的なデータ・フローという特徴をもつのである

（河合［2000a］，櫻井［2011］）。すなわち，主要なア
ウトプットと位置づけられる合計残高試算表の表示項
目が仕訳データ入力時において勘定科目として用いら
れるという点である21）。合計残高試算表の貸借対照表
と損益計算書に表示される勘定科目は，あらかじめ勘
定組織を反映した勘定マスターファイルに登録され仕
訳にも共通に用いられる。入力された金額は勘定（記
憶変数）に格納され，そこに蓄積された金額合計が残
高として合計残高試算表にそのまま転記されることに
なる。

コンピュータ環境下で採用される可能性が高いとい
う点では，五勘定法は売上原価対立法と同様である
が，その前提となる適用条件はまったく異なる。五勘
定法は三分法と同様に業務活動の発生時点で勘定機構
へ価値連鎖を直接的に写像できていないという問題点
がある22）。すなわち，三分法が前提とする棚卸計算法
のもとでは，期中の商品の在庫変動に関する明細デー
タは捕捉する必要はないからである。三分法は，期中
の会計事実を期間集計値をもって財務諸表上に反映さ
せるだけの間接的な写像にとどまっているのである

（河合［2000a］255頁）。なお，わが国で市販されてい
る会計パッケージ・ソフトのほとんどが五勘定法を採
用している23）。これは，企業において継続記録法が採
用されているか否かに拘わらず五勘定法にもとづかな

ければならないことを意味する24）。推測の域を出ない
が，簿記教育において三分法を基本的な処理方法とし
て取り扱っていることが少なからず実務（システム開
発など）にも影響を与えているものと思われる。

以上のように，問題点はあるものの今日会計実務に
おいて，五勘定法は当たり前に採用されている。

5．取引処理システムの形態と商品売買取引の処
理方法との関係

（1）取引処理システムの形態
取引処理システムは，各業務で発生した会計データ

を総勘定元帳システムに引き渡す際の効率性に関連し
てみた場合に，業務活動で捕捉される取引を財務諸表
に変換するまでの一連の手続きをシステム化の対象と
する。その場合，情報技術は取引処理システム構築に
影響を及ぼす重要な要素となり，会計情報の産出に影
響を及ぼす。しかし，情報技術の適用は，すべての企
業において共通のものではないので，情報技術の適用
水準の相違は取引処理システムの形態を識別する視点
として用いることができる。具体的には，データの入
力や情報出力の処理といったデータ処理方式の相違と
して認識することができる。採用されるデータ処理方
式は，企業の規模や業種，組織形態，情報活用能力な
どによって異なる。取引処理システムの構造は，基底
にあるデータ処理方式等との関連でいくつかの形態に
分類される。Hall［2013］は，取引処理システムは
バッチ処理（batch systems）とリアルタイム処理（re-

al-time systems）とに大きく二つに分けられるとする
（Hall［2013］p.61）。バッチ処理とは，個々の取引を
一定期間ないし一定量の単位でまとめたあとに，それ
らのデータを一括処理するデータ処理方式である。一
方で，リアルタイム処理とは，取引の発生と同時に入
力されたデータを処理するデータ処理方式である。河
合［2000b］や Vaassen［2002］は，バッチ処理とリ
アルタイム処理を単にデータ処理のタイミングという
観点からだけではなく，業務の発生場所ないしデータ
入力場所あるいはデータの送信方法との関連から取引
処理システムを識別している25）。取引処理システム
は，業務サイクルにおける業務処理システムと総勘定
元帳システムとの間のデータ処理方法の相違によって
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いくつかの形態に分類することができる26）。図表8

は，データ処理方式の組み合わせから，集中入力と
バッチ処理との組み合わせを独立型取引処理システ
ム，分散入力とバッチ処理との組み合わせから準統合
型取引処理システムおよび分散入力とリアルタイム処
理との組み合わせから統合型取引処理システムに分類
している27）。独立型取引処理システムは，業務処理シ
ステムと総勘定元帳システムとがコンピュータによっ
て連携されない構造をいう。各業務で発生する取引
データは総勘定元帳システム側で集中的に仕訳入力さ
れる。準統合型取引処理システムは，業務処理システ
ムと総勘定元帳システムとがコンピュータによって連
携される。各業務で発生する取引データは分散的に入
力されオンラインでシステム全体のどこかで自動仕訳
入力されるが，総勘定元帳システムに引き渡される
データは一定期間または一定量束ねられたデータとな
る。統合型取引処理システムは，業務処理システムと
総勘定元帳システムとがコンピュータによって連携さ
れ，取引が個別に発生とほぼ同時に入力され自動仕訳
される。

（2）取引処理システム形態と商品売買取引の処理方
法

商品売買取引の処理では，直接的な商品売買の処理
だけではなく売上原価の把握に関する処理についても
注目しなければならない。先にも述べたように，購買
サイクルと販売サイクルは相互に関連しながら在庫を
変動させるから，販売によって払い出された商品の原
価（売上原価）と費消されていない原価を算定する原

価配分の原則にもとづいた計算手続きについても考慮
する必要がある。

購買業務での商品の在庫数量，受入数量，受入価格
のデータが，また販売業務での商品の払出数量のデー
タが，それぞれ業務別に構築されている業務管理シス
テム上で分散的に処理されている場合，継続記録法の
採用にはオンラインで分散入力されリアルタイムで処
理されるような統合システムの環境が必要となる28）。
一方で，棚卸計算法は業務管理システム間やそれらと
総勘定元帳システムとが遮断された集中入力されバッ
チ処理されるような独立型取引処理システムに適して
いる方法である。

これまでみてきたように商品売買取引の処理法は，
基本的には，売上原価の計上に関する仕訳処理方法だ
けに注目されることが多いと言ってよい。しかし，商
品売買取引の処理方法は，商品在庫変動の把握方法と
の関係を，さらにはデータ処理方式との関係を考慮し
なければならない。そこで，図表9は，取引処理シス
テムの形態と売上原価の把握方法との関係を表してい
る。すべての企業がこのような整理にあてはまるわけ
ではないが，リアルタイム処理とバッチ処理という観
点，あるいは継続記録法と棚卸計算法という観点から
整理することができる。月次や年次での期間損益計算
だけの目的であれば棚卸計算法を前提にバッチ処理で
十分である。しかし，取引ごとの損益把握が不可欠な
場合は継続記録法が前提でリアルタイム処理が不可欠
である。すなわち，ERP システムに代表されるよう
な統合型取引処理システムのリアルタイム処理の環境
では，リアルタイムで業績を把握するために継続記録

分散入力

バッチ処理 リアルタイム処理

準統合型
取引処理システム

統合型
取引処理システム

集中入力 独立型
取引処理システム

図表8　データ処理方式と取引処理システムの形態

出所：河合［2000b］35頁（一部加筆訂正）
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法による在庫管理，移動平均法の採用，売上原価対立
法による取引入力が必要である（藪原・緒方［2009］
10～11頁）。

一方で，五勘定法は，業務処理システムから総勘定
元帳システムへの勘定機構へのデータ供給が月末や期
末時点であっても，業務活動の日常的な詳細記録と勘
定機構とは独立の関係にあるような独立型取引処理シ
ステムあるいは準統合型取引処理システムにおいて採
用されることになる（河合［2000a］255頁）。市販さ
れている中小企業向けの業務管理パッケージ・ソフト
では，払出単価の決定方法は，月次移動平均法，総平
均法，標準原価法，最終仕入原価法などが採用されて
いる。これらの方法は，移動平均法や先入先出法のよ
うなその都度法に対して期別・月別法である。期別・
月別法はバッチ処理方式に採用可能で準統合型や独立
型の取引処理システムに適している。この方法は，商
品別の損益管理を指向しない取引処理システムの特徴
であり，財務諸表作成だけに資する期末商品棚卸高の
みを総勘定元帳システムへ供給する29）。期別・月別法
では，単価の計算は月次ないし一定期間後に行われる
から，その単価を月末ないし期末の商品棚卸数量に乗
じて月次ないし期末の商品棚卸高を算出し，後は決算
時に五勘定法の仕訳によって総勘定元帳システムに入
力しプログラムによって間接的に売上原価を算定する
ことになる。

6．結びにかえて

コンピュータによって会計実務が実践されている今
日においても，簿記教育では商品売買取引の主流が三
分法であるかのような認識がなされている。そこから
派生して今日の会計実務においては，継続記録法が適
用できる環境は整っているにも拘わらず，棚卸計算法
を前提にした五勘定法を採用する企業が多いことを指
摘した。伝統的に簿記教育では，商品売買取引の仕訳
方法と商品有高帳の記帳とを分離して教育するような
現状があり，教育内容に整合性がないといった問題点
についても指摘した。そのうえで本稿では商品在庫変
動の把握（売上原価の算定）をめぐる取引処理システ
ムとの関係で商品売買取引の処理方法を整理してき
た。まさにその整理においては，継続記録法か棚卸計
算法か，リアルタイム処理かバッチ処理か，といった
ような商品の在庫変動の把握方法といった前提となる
適用条件との関連性を考慮した点が特徴である。

これまでの考察のように，取引の源泉となる購買，
販売などの業務活動は連鎖し，その価値連鎖を会計測
定は勘定機構によって包括的に集約する。しかし，笠
井［1998］は，会計実務において「技術的水準・経済
的状況等の歴史的制約条件に照らした経済性・重要性
に規定されて，簡便法・非妥当な方法等の非本来的処
理方法も混在している。」（笠井［1998］73頁）と述べ

TPS の形態 払出数量の把握 払出単価の評価 売上原価の把握 仕訳方法

統合型 TPS
（リアルタイム処理） 継続記録法

その都度法
・個別法
・先入先出法
・移動平均法

直接的に把握 売上原価対立法

準統合型 TPS
（バッチ処理）

期別・月別法
・月次移動平均法
・総平均法
・単純平均法
・最終仕入原価法
・売価還元法

棚卸計算法
間接的に把握

（期末商品棚卸高を算
定）

五勘定法
独立型 TPS

（バッチ処理）

（注）TPS ＝取引処理システム
出所：櫻井［2015］83頁（一部加筆修正）

図表9　取引処理システム形態と売上原価の把握方法との関係
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る。このように企業における様々な制約条件によっ
て，会計事実を直接的に勘定機構によって捉えられな
い場合はある。この場合の本来的な会計処理は売上原
価対立法であり，非本来的な会計処理は五勘定法であ
る。笠井［1998］によれば，会計実務は，「技術的水
準，経済的状況その他の歴史的な制約条件に規定され
る……手書きの簿記システムを予定しなければならな
い，という歴史的な技術条件のもとでは，簡便法が普
及することとなるのである。」（笠井［1998］74～75

頁）と指摘する。
今年度，日商簿記検定で売上原価対立法が追加され

たことは評価できる。手作業による取引処理が想定さ
れるような場合には，「処理が煩雑になる」といった
ような理由で経済性に規定されて売上原価の把握方法
は簡便法である棚卸計算法となる。しかし，コン
ピュータによる取引処理の場合には，経済性という制
約がなくなり，継続記録法にもとづく売上原価の把握
が可能となる。手作業による処理という制約条件から
解放されてコンピュータによる処理への移行は，これ
までの会計処理方法を改善する方向に向かうはずであ
る。そのためにも，簿記教育の果たす役割は大きいの
である。会計実務においてコンピュータによる会計処
理が浸透した現状であっても，今なお三分法が商品売
買取引の主流であるかのような教育が行われているこ
とは大きな問題である。結局，それがコンピュータ環
境下であっても三分法の派生方法である五勘定法が大
勢を占めている要因である。本来的な会計処理は制約
条件に規定されるためにあらゆる企業に適用可能であ
るとは限らないが，簿記教育が実務を誘導する側面が
あることを決して忘れてはならない。その点から実務
の動向を常に確認しながら教育内容に反映させる努力
が必要であると考えるのである。

注
1）全国経理教育協会主催の簿記能力検定試験の出題範囲は，4

級（商業簿記）に分記法，3級（商業簿記）に三分法，1級

（会計）に総記法と売上原価対立法，上級（商業簿記・会計

学）に五分法その他の分割法が記載されている。また商品有

高帳ないし棚卸資産の原価配分方法では，3級では商品有高

帳（先入先出法），2級（商業簿記）に商品有高帳（移動平均

法），1級に商品有高帳（総平均法）が，上級に売価還元法が

採り上げられている。

2）総勘定元帳システムとは，各業務で捕捉される会計データ

にもとづき，勘定の残高を確定し財務諸表を作成する処理機

能を指す（河合［2000b］22頁）。

3）歴史的な視点からは，商品勘定は取扱商品別や仕入口別に

口別商品勘定として設けられ，一般商品勘定や三分法は複式

簿記の誕生当初からは存在していなかったという（中野

［1988］86頁）。

4）安平［1988］や柴田［2000］は，売上高と売上原価を勘定

に明示するという点から，売上原価対立法を売上高・売上原

価表示法と呼称する。また，武田［2001］は三分法継続記録

法と呼称する。

5）安平［1988］は，三分法は総記法における商品勘定を分割

したものであるので，三分法は総記法と合わせて広義の総記

法（売上高一括計上法）として分類整理している。歴史的に

みれば，分割商品勘定の処理は総記法から生じたという（泉

［2003］29頁）。なお，売上高一括計上法とは，販売のつど売

上原価を分別計上できずに，売上高を総額で記入するという

点から呼称されている。

6）2010年度4月以降開始する事業年度から適用されている企業

会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では，

企業が選択可能な棚卸資産の原価配分方法は，個別法，先入

先出法，平均原価法および売価還元法である。よって，後入

先出法は削除されたがここではそのまま引用した。

7）内山［1989］では商品有高帳は二つあると説明する。「一つ

は倉庫係（企業規模がある程度大きく倉庫係をおいている場

合）が担当するもので，商品種類別に数量についてだけ受

入・払出の記録をし，金額については記録しない。もう一つ

の商品有高帳は，会計係で担当するもので，数量のみならず

金額の記録をも行う。」（内山［1989］102頁）。

8）脚注6を参照されたい。

9）販売のつど売上金額を売上原価と販売益に区別する必要が

あるために，販売のつど売上原価が把握されていなければな

らないし，たとえ売上原価が販売時に把握されていても販売

取引の頻度が多いとその都度それらを区分して処理するのに

手間がかかるので適用が難しい。取引単価が大きかったり取

引の頻度が少なかったりするような貴金属の販売業などにし

か適用ができないといった説明をする場合が多いという（大

藪［1995］10頁）。

10）現代においてわが国の簿記テキストだけに取り扱われてい

る分記法は，明治時代に多数の翻訳が出版された簿記書の影

響によるものという指摘がある（原［1997］）。
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11）一般的な商品売買取引の処理の学習の後に学ぶであろう工

業簿記では，売上原価対立法による処理方法にもとづいてい

る。

12）例えば，「わが国では商品売買取引は3分法が主に採用され

ており，売上原価対立法はあまり採用されておらず，学習す

る（させる）インセンティブが低い。」（西海［2010］59頁）

といった指摘もある。

13）河合・櫻井［2002］の実態調査では，回答した上場企業の

うち約70％が五勘定法，約30％が売上原価対立法を採用して

いるという結果が報告されている。

14）このような考え方を業務サイクル概念という。業務サイク

ル概念は，取引処理を担う情報システム構築に対する会計情

報システム領域からのアプローチ方法であり，会計情報シス

テムの分析の視点として Robinson et.al［1986］によって提

唱された。

15）安藤［1988］は，近年の簿記教育では簿記の会計化という

問題が進んでいるとする。それは，簿記の第一義的な目的で

ある帳簿記録を忘れ，決算に係る第2目的を偏重していると

して，帳簿記録を忘れた簿記は空洞化していると指摘してい

る（安藤［1988］44頁）。また，財産の所有関係および債

権・債務関係の具体的・直接的な管理は，主要簿ではなく補

助簿で行われるのだから簿記では補助簿の重要性が注目され

ると指摘している（安藤［1988］44頁）。その点で，会計事

実を直接的に写像できる売上原価対立法が採用されるのは望

ましい。また，帳簿間の関連という観点からの教育は，コン

ピュータ会計教育のなかでサブシステム間の関連として教育

される必要があると考える。

16）一般的にはドリルダウン（Drilldown）といい，要約され

た情報からその源泉となる詳細なデータに遡ることを指す。

17）例えば，安平［1988］，中瀬［1991］，柴田［2000］，桜井

［2013］などがあげられる。また，原［1997］は，コン

ピュータ処理を前提にすれば売上原価対立法の採用が可能

で，その後の会計学教育の見地からも有用であると主張する

（原［1997］156頁）。

18）この方法によれば，年次決算時でしか売上原価を把握でき

ない場合でも売上原価対立法は採用可能である。ちなみに，

秋葉［1993］は売上原価対立法を，商品販売のつど商品勘定

から売上原価勘定へ振替える方法を継続売上原価直接把握

法，決算時に一括して振替える方法を一括売上原価直接把握

法と呼んでいる。

19）五勘定法の用語法は横山［1997］で使用されており，大城

［1997］ではコンピュータ用五勘定法と呼称している。河合

［2000a］や櫻井［2011］では，五勘定法による商品売買取引

処理の構造的な特徴について詳細な説明がなされている。

20）五勘定法の特徴について，大城［1998］は「簿記会計の教

育の観点からみると，棚卸計算処理を前提とする三分法の財

務諸表作成時における組替え仕訳と考えることもできる」

（大城［1998］92頁）と説明する。

21）例えば，簿記教育では購入時と販売時の仕訳では，「仕入」

勘定と「売上」勘定を使用するが，図表7の五勘定法の仕訳

例では「仕入高」勘定と「売上高」勘定となっている。これ

は，損益計算書上の表示項目と同一の勘定であり出力を前提

にした入力が行われることを意味する。

22）三分法の問題点については安平［1988］，秋葉［1994，

1995］，柴田［2000］を，五勘定法の問題点については河合

［2000a］を参照されたい。

23）過去にアメリカの中小企業向け会計ソフト・ベンダーが日

本の会計ソフト・ベンダーを買収した際に，アメリカで開発

された会計パッケージ・ソフトが日本版として1998年に国内

で販売された（現在は国内では販売されていない）。そのソ

フトでは売上原価対立法が採用されていた（間［1998］）。

24）横山［1997］の実態調査では，中小企業においてコン

ピュータを導入している企業のうち約90％が五勘定法を採用

しているという。

25）河合［2000b］は，事象の発生局面と処理局面のロケー

ション（集中 / 分散処理）とタイミング（バッチ / リアルタ

イム処理）の観点から取引処理システムを分類している（河

合［2000b］32～39頁）。Vaassen（2002）は，入力方法ない

しデータ通信（オンライン / バッチ入力）と処理方法（バッ

チ / リアルタイム処理）との組み合わせからデータ処理方式

の組み合わせをしめしている［Vaassen（2002）p.133］。

26）取引処理システムの形態をコンピュータ処理方式という観

点から整理した区分には，業務処理システムと総勘定元帳シ

ステムとの間に，コンピュータの物理的なデータ結合関係が

あるかないかという観点が基底にある。業務処理システムと

総勘定元帳システムとの連携関係では，業務で発生した取引

について会計伝票を起票しそれを総勘定元帳システムに入力

する方法，業務処理システムと総勘定元帳システムを連結し

て業務システムの処理結果を自動仕訳として財務会計システ

ムに反映させる方法がある（中央青山監査法人［2002］241

頁）。

27）河合［1999］や櫻井［2004］では，情報処理技術の適用水

準の相違からわが国の企業の実態調査分析をつうじて取引処

理システムを中心とする会計情報システムの構築形態を類型

化しており，そのような分析結果はこのような分類と整合し

ている。



84

28）リアルタイム処理にもとづく統合型取引処理システムへの

移行は，仕訳入力において総勘定元帳システム，在庫払出単

価都度決定において在庫管理システム，取引単位の利益把握

のための販売伝票と出庫伝票の紐付けにおいて販売管理シス

テムの基本構造などに大きな変革が必要であるという（藪

原・緒方［2009］12頁）。

29）払出単価の評価方法のうち期別・月別法は，主として棚卸

計算法のもとで採用される方法であるが，数量のみ記録する

継続記録法のもとでも採用が可能である。例えば，市販され

ている PCA 会計シリーズの PCA 商魂・商管（販売購買在庫

管理システム）では，継続記録法により商品の受け払い数量

が処理されるので任意の時点で「在庫受払帳」が出力でき

る。この「在庫受払帳」では数量のみが把握されているか

ら，払出金額や在庫金額は出力されない。なお，「在庫受払

帳」で把握された月末ないし期末在庫量に期別・月別法によ

る単価計算によって，「棚卸表」において月末ないし期末の

商品棚卸高が出力される。また，横山［1997］の実態調査に

よれば，継続記録法を採用している企業でも約80％の企業が

最終仕入原価法で棚卸資産を評価しているという。最終仕入

原価法は，実地棚卸による期末棚卸数量と月次や期末の直近

の受入単価が把握できれば期末商品棚卸高を算定できるの

で，最も簡便的な方法である。
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